
 

2017（平成 29）年度入学者用『教職課程履修の手引』訂正表 

 

赤字：訂正箇所 

 

 

教育学科 幼稚園 

該当ページ：p.26                               

Ｄ 「教科又は教職に関する科目」の履修 

教育職員免許法で設定されている「教科又は教職に関する科目」の性格は、Ｂ「教科に関する科目」・Ｃ「教

職に関する科目」の科目区分とは異なり、以下の（イ）および（ロ）の単位をこれに充当する。 

（イ）Ｂ・Ｃのそれぞれの最低必要単位数を超過して修得した単位 

（ロ）「教科又は教職に関する科目」として特に文部科学省より認定を得ている授業科目により修得した単位 

下記の 1 科目が、幼稚園の教員免許状取得において、本学が認定を得ている該当科目である。 

 本学で修得すべき科目 本学の科目配置 単 位 配置年次 

「教科又は教職に関する

科目」として特に認定を

得ている科目 

障害児・者の教育 教育人間科学部教育学科学科科目 2 3 

 

 

 

教育学科 小学校 

該当ページ：p.29  

Ｄ 「教科又は教職に関する科目」の履修 

教育職員免許法で設定されている「教科又は教職に関する科目」の性格は、Ｂ「教科に関する科目」・Ｃ「教

職に関する科目」の科目区分とは異なり、以下の（イ）および（ロ）の単位をこれに充当する。 

（イ）Ｂ・Ｃのそれぞれの最低必要単位数を超過して修得した単位 

（ロ）「教科又は教職に関する科目」として特に文部科学省より認定を得ている授業科目により修得した単位 

下記の 3 科目が、小学校の教員免許状取得において、本学が認定を得ている該当科目である。 

 本学で修得すべき科目 本学の科目配置 単 位 配置年次 

「教科又は教職に関する

科目」として特に認定を

得ている科目 

初等英語概説Ａ 教育人間科学部教育学科学科科目 2 3 

初等英語概説Ｂ 教育人間科学部教育学科学科科目 2 3 

障害児・者の教育 教育人間科学部教育学科学科科目 2 3 

 

  



 

2017（平成 29）年度入学者用『教職課程履修の手引』訂正表 

 

赤字：訂正箇所 

 

 

全学科 中学校・高等学校  

該当ページ：p.33、37、40、43、46、50、53、56、59、62、66、70、74、78、82、86、90、94 

 

 

Ｄ 「教科又は教職に関する科目」の履修 

教育職員免許法で設定されている「教科又は教職に関する科目」の性格は、Ｂ「教科に関する科目」・Ｃ「教

職に関する科目」の科目区分とは異なり、以下の（イ）および（ロ）の単位をこれに充当する。 

（イ）Ｂ・Ｃのそれぞれの最低必要単位数を超過して修得した単位 

（ロ）「教科又は教職に関する科目」として特に文部科学省より認定を得ている授業科目により修得した単位 

下記の 2 科目が、本学が認定を得ている該当科目である。なお、中学校の教員免許状取得において「道徳教

育指導法（中等）」は「教職に関する科目」のため、該当しない。 

 本学で修得すべき科目 本学の科目配置 単 位 配置年次 

「教科又は教職に関する

科目」として特に認定を

得ている科目 

道徳教育指導法（中等） 教職課程科目 2 3 

特別支援教育 教育人間科学部教育学科学科科目 2 3 

 


